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☆著作物の「引用」利用 ……………………… ⑴

１　著作権法32条１項（引用）
著作権法32条１項は、「公表された著作物は、引
用して利用することができる。この場合において、
その引用は、公正な慣行に合致するものであり、か
つ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な
範囲内で行なわれるものでなければならない。」と
規定している。32条１項に規定する要件を満たせば、
公表された著作物に係る他者の著作権を侵害するこ

となく、当該著作物を「利用」、つまり、複製、上演、
上映、公衆送信、口述などの行為をすることができ
る。
32条１項に要件として規定されているのは、（１）

「公表された著作物」であること、（２）「引用」であ
ること、（３）引用が「公正な慣行に合致」すること、
（４）引用が「報道、批評、研究その他の引用の目
的上正当な範囲内」で行なわれること、の４つである。
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